
下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

変更契約の内容に関する事項の公表について

令 和  8 年  3 月 1 7 日

佐々町長  濵野　亙

令和 7年度
工 事 名

佐々町旧庁舎解体工事

工 事 場 所 長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内

旧庁舎解体工事　一式
工 事 概 要

長崎県北松浦郡佐々町本田原免17番地7
請 負 業 者

㈱エムアイ興産佐々支店  支店長　池田　誠

旧庁舎解体工事　一式

変 更 内 容

・現地踏査の結果、石綿の含有が疑われる建材が見つかったため、定性分析調査を追加
　するもの。
・上記分析調査の結果により、石綿の含有が判明した建材について、撤去工事を追加
　するもの。
・屋根防水シートや床材の一部が二重施工されていたため、施工数量を追加するもの。
・その他諸数量を変更するもの。
・「佐々町の営繕工事おける週休２日工事（発注者指定型）の実施要領」に基づき、月
　単位の週休２日を達成したため、労務費を増額変更するもの。

変 更 理 由

変 更 契 約 日 令和 8年 3月17日

変 更 前 契 約 額 90,648,800円 （内消費税額 8,240,800円）

変 更 額 増 3,636,600円 （内消費税額 330,600円）

変 更 後 契 約 額 94,285,400円 （内消費税額 8,571,400円）

令和 7年 9月17日
変 更 前 工 期 192日間

令和 8年 3月27日

令和 7年 9月17日
変 更 後 工 期 192日間

令和 8年 3月27日

そ の 他 第 1 回変更
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